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<資 料 集> 
 

 

 

 

 

消費者教育に関する市民の意識等（実態調査全体） 

（１）消費者教育に関する市民意識調査 

（２）行政評価の取組結果の推移（消費生活センターの認知度） 

（３）幼稚園・小学校・中学校・高等学校、 

特別支援学校等における消費者教育に関する調査 

（４）大学等における消費者教育に関する調査 

用語解説 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ある

25.4

どちらかといえばある

38.0

どちらともい

えない

23.6

どちらかとい

えばない

7.1

ない

3.4

無回答

2.5

消費者教育への関心

(単位：％）

計 63.4

計 10.5
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消費者教育に関する市民の意識等（実態調査全体） 

（１）消費者教育に関する市民意識調査 

・北九州市では、消費者教育に関する意識や実態を把握するため、「消費 

 者教育に関する市民意識調査（以下「市民意識調査」という。）を実施 

 しました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

① 消費者教育への関心 

・消費者教育に関心が「ある」「どちらかといえばある」と回答した人の割合 

は６３．４％で、消費者教育に対する関心は一定程度あることがわかりま 

す。 

・これらを回答した人の割合が最も高かった年代は６０歳代で７０．７％、 

次いで４０歳代と５０歳代がいずれも６５．２％でした。一方、３０歳代 

は、４５．３％で唯一、５割に届かなかった年代でした。 

【図表２２】 

 

〈市民意識調査について〉 

調査地域：北九州市全域 

調査対象者：１８歳以上の市内居住者３，０００人を無作為抽出 

回答者数：８４５人 

回答率：２８.２％ 

調査期間：令和６年７月１２ 日～７月 ２６日 

調査項目：消費者教育への関心、関心のある消費者トラブル、消費者トラ 

ブルの経験など 
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【図表２３】 

 

【図表２４】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



あった

22.4 

たぶんあったと

思う

11.9 

あったかどうか

分からない

8.2 

たぶんなかった

と思う

23.9 

なかった

31.7 

無回答

1.9 

消費者トラブルの経験

34.3

計 55.6

（単位：％）
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② 消費者トラブルの経験 

 ・消費者トラブルの経験が、「あった」、「たぶんあったと思う」人は、あわ

せて３４．３%でした。また、「たぶんなかったと思う」「なかった」人

は、あわせて５５．６%でした。１０人のうち、３人ないし４人が、消費

者トラブルに遭遇しています。 

 ・年代別にみると「あった」「たぶんあったと思う」人は、４０歳代が 

４２．６％、６０歳代が４２．５％と高い割合になっています。 

【図表２５】 
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【図表２６】 

 

 

【図表２７】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65.0

59.3

44.4

31.8

9.1

8.0

4.9

3.7

3.1

2.2

1.7

0% 20% 40% 60% 80%

家族・知人・同僚など身近な人

消費生活センター等の行政機関の窓口

商品やサービスの提供元であるメーカー等のお客様窓口

警察

弁護士や司法書士

相談はしない（していない）

消費者団体（例：エフコープ生活協同組合、大学生活協同組合）

民生委員、児童委員や自治会、隣人など地域の人

福祉・介護サービス等の事業者（ケアマネージャーやヘルパー等）

無回答

その他

消費者トラブルにあったときの相談先
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③  消費者トラブルにあったときの相談先 

 ・消費者トラブルにあったときの相談先は、「家族・知人・同僚など身近な

人」が、６５．０％と１番で、２番目が「消費生活センター等の行政機関

の窓口」で５９．３％でした。３番目が、「商品やサービスの提供元であ

るメーカー等のお客様窓口」で４４．４％でした。 

 ・高齢者に比べ若年者は、「消費生活センター等の行政機関の窓口」や「商 

品やサービスの提供先であるメーカー等のお客様窓口」への相談割合が低 

くなっています。 

 

【図表２８】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26.1

24.6

17.0

9.7

4.0

3.3

3.1

0.7

0.9

0.2

0.7

38.9

38.1

29.2

23.5

4.9

4.0

4.2

4.6

3.1

3.1
1.3

65.0

62.7

46.2

33.2

8.9

7.3

7.3

5.3

4.0

3.3

2.0

0% 20% 40% 60% 80%

消費生活センター等の行政機関の窓口

家族・知人・同僚など身近な人

商品やサービスの提供元であるメーカー等のお客様窓口

警察

弁護士や司法書士

相談はしない（していない）

消費者団体（例：エフコープ生活協同組合、大学生活協同組合）

民生委員、児童委員や自治会、隣人など地域の人

福祉・介護サービス等の事業者（ケアマネージャーやヘルパー等）

無回答

その他

高齢者（６０歳代＋７０歳代以上）が

消費者トラブルにあったときの相談先

60歳代 70歳以上

9.8

3.3

3.3

1.6

1.6

68.9

37.7

29.5

27.9

11.5

4.9

1.6

1.6

78.7

41.0

32.8

29.5

13.1

4.9

1.6

1.6

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

家族・知人・同僚など身近な人

消費生活センター等の行政機関の窓口

商品やサービスの提供元であるメーカー等のお客様窓口

警察

相談はしない（していない）

弁護士や司法書士

消費者団体（例：エフコープ生活協同組合、大学生活協同組合）

福祉・介護サービス等の事業者（ケアマネージャーやヘルパー等）

民生委員、児童委員や自治会、隣人など地域の人

無回答

その他

若年者（１０歳代＋２０歳代）が

消費者トラブルにあったときの相談先

10歳代 20歳代
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【図表２９】 

 

 

【図表３０】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63.0

55.3

50.2

41.8

17.2

12.9

11.5

7.0

5.8

2.5

0.6

0% 20% 40% 60% 80%

詐欺（ニセ電話詐欺、架空請求等）

悪質商法（悪質な訪問販売・電話勧誘、催眠商法、

点検商法、押し買い等）

食品や製品の安全性

インターネットの安全な利用（インターネットショッピング等）

環境・資源（環境に配慮した商品、リサイクル等）

金融（クレジットカードの仕組みや金利の意味等）

「暗号資産」「投資信託」等のもうけ話

生活設計（家計管理・多重債務の予防等）

情報商材の契約

無回答

その他

関心のある消費者トラブル

9.8

3.3

6.6

4.9

4.9

1.6

1.6

1.6

41.0

39.3

34.4

29.5

27.9

14.8

11.5

9.8

4.9

50.8

42.6

41.0

34.4

32.8

16.4

13.1

9.8

6.5

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

詐欺（ニセ電話詐欺、架空請求等）

食品や製品の安全性

インターネットの安全な利用（インターネットショッピング等）

金融（クレジットカードの仕組みや金利の意味等）

悪質商法（悪質な訪問販売・電話勧誘、催眠商法、

点検商法、押し買い等）

環境・資源（環境に配慮した商品、リサイクル等）

「暗号資産」「投資信託」等のもうけ話

生活設計（家計管理・多重債務の予防等）

情報商材の契約

無回答

その他

若年者（１０歳代＋２０歳代）が

関心のある消費者トラブル

１０歳代 ２０歳代
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④ 関心のある消費者トラブル 

 ・最も関心がある消費者トラブルは、「詐欺（ニセ電話詐欺、架空請求等）」

が６３．０%でした。 

・続いて、「悪質商法（悪質な訪問販売・電話勧誘、催眠商法、点検商法、押

し買い等）」が５５．３%、「食品や製品の安全性」の５０．２%が続いてい

ます。 

・報道等で、ＳＮＳ型投資詐欺や機能性表示食品での健康被害などが取り上

げられており、そのような状況を反映している傾向が見て取れます。 

・若年者は、高齢者よりも「金融（クレジットカードの仕組みや金利の意味

等）」についての消費者トラブルに関心があることがうかがえます。 

 

【図表３１】 

 

【図表３２】 



27.4

23.7

19.7

18.1

6.0

4.4

3.3

2.2

0.4

0.4

0.4

44.2

39.6

35.6

17.9

13.1

6.4

3.8

2.0

3.3

2.4

0.2

71.6

63.3

55.3

36.0

19.1

10.8

7.1

4.2

3.7

2.8

0.6

0% 20% 40% 60% 80%

詐欺（ニセ電話詐欺、架空請求等）

悪質商法（悪質な訪問販売・電話勧誘、催眠商法、

点検商法、押し買い等）

食品や製品の安全性

インターネットの安全な利用（インターネットショッピング等）

環境・資源（環境に配慮した商品、リサイクル等）

「暗号資産」「投資信託」等のもうけ話

金融（クレジットカードの仕組みや金利の意味等）

情報商材の契約

無回答

生活設計（家計管理・多重債務の予防等）

その他

高齢者（６０歳代＋７０歳代以上）が

関心のある消費者トラブル

６０歳代 ７０歳以上

72.5
62.7

55.7
29.6

13.5
13.1
9.1
8.2

7.6
4.4

3.2
2.5
1.9

0.6
0.7

0% 20% 40% 60% 80%

機能や品質

価格

安全性

自分に必要なもので経済状況に見合ったものかどうか

購入（利用）時の説明や接客態度

商品やサービス及び事業者の評判

苦情や要望に対する対応の保証

特典（ポイントカード、景品など）

個人情報の管理

ブランドイメージ

事業者の経営方針や理念、社会貢献活動

商品やサービスが環境に及ぼす影響

無回答

広告イメージ

その他

商品やサービスを

購入（利用）する際の心掛け
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【図表３３】 

 

 

 

⑤ 商品やサービスを購入(利用)する際の心掛け 

 ・商品やサービスを購入（利用）する際に、心掛けるのは「機能や品質」が 

７２．５％で１番多く、続いて「価格」の６２．７％となっています。 

・若年者は、高齢者よりも購入する際「価格」に関心があることがうかがえ 

ます。 

 

【図表３４】 

 

 

 

 



11.5
9.8

4.9
4.9
1.6
1.6

1.6

62.3
59.0

45.9
21.3

13.1
13.1

9.8
8.2
4.9

3.3
1.6

1.6

73.8
68.8

50.8
26.2

14.7
14.7

9.8
8.2

4.9
3.3
3.2
1.6

0.0
0.0
0.0

0% 20% 40% 60% 80%

価格

機能や品質

安全性

自分に必要なもので経済状況に見合ったものかどうか

購入（利用）時の説明や接客態度

商品やサービス及び事業者の評判

個人情報の管理

特典（ポイントカード、景品など）

苦情や要望に対する対応の保証

商品やサービスが環境に及ぼす影響

ブランドイメージ

事業者の経営方針や理念、社会貢献活動

無回答

広告イメージ

その他

若年者（１０歳代＋２０歳代）が

商品やサービスを購入（利用）する際の心掛け

１０歳代 ２０歳代

28.5
22.8
23.2

12.4
4.4
3.3
5.1
2.7
2.0
1.5
1.1

0.7
2.0

0.2
0.7

42.0
33.0
31.4

23.5
11.5
8.8
5.1

6.2
5.1

2.2
2.0
2.4
0.9

0.9
0.2

70.5
55.8
54.6

35.9
15.9

12.1
10.2
8.9
7.1
3.7
3.1
3.1
2.9
1.1
0.9

0% 20% 40% 60% 80%

機能や品質

安全性

価格

自分に必要なもので経済状況に見合ったものかどうか

購入（利用）時の説明や接客態度

苦情や要望に対する対応の保証

商品やサービス及び事業者の評判

個人情報の管理

特典（ポイントカード、景品など）

事業者の経営方針や理念、社会貢献活動

商品やサービスが環境に及ぼす影響

無回答

ブランドイメージ

広告イメージ

その他

高齢者（６０歳代＋７０歳代以上）が

商品やサービスを購入（利用）する際の心掛け

６０歳代 ７０歳以上
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【図表３５】 

 

 

【図表３６】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ある

9.5

ない

72.4

分からない

15.3

無回答

2.8

消費者教育・啓発を受けた経験

（単位：％）

 

６７ 
 

⑥ 消費者教育・啓発を受けた経験 

 ・「消費者教育・啓発を受けたことのない人」は７２．４％で、「受けたこと 

のある人」の９．５％を大幅に上回っています。 

 ・また、「消費者教育・啓発を受けたことのある人」は、若年者が２７.９％ 

で高齢者が７.７％でした。 

  

【図表３７】 

 

 

 

 

 

 

 

 



ある

7.7

ない

77.7

分からない

10.4

無回答

4.2

高齢者（60歳代＋70歳代以上）が

消費者教育・啓発を受けた経験

（単位：％）

ある

27.9 

ない

49.2 

分からない, 

22.9 

若年者（１０歳代＋２０歳代）が

消費者教育・啓発を受けた経験

（単位：％）
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【図表３８】 

 

 

【図表３９】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64.0

55.5

44.0

37.3

22.1

21.4

11.1

8.6

3.6

1.2

0% 20% 40% 60% 80%

悪質商法や詐欺被害に関すること

契約のルールや取引のトラブル防止に関すること

（クーリングオフ制度等）

インターネットを安全に利用するための知識

（インターネットショッピング等）

消費生活センター等の相談窓口についての知識

クレジットカードの仕組みや金利の意味など

経済に関する知識

食品や製品の安全と表示に関する知識

生活設計（家計管理・多重債務の予防等）

環境へ配慮した消費行動

（環境へ配慮した商品の選択、リサイクル等）

無回答

その他

消費者教育・啓発のために必要な情報

13.1

8.2

4.9

4.9

1.6

1.6

1.6

44.3

41.0

42.6

41.0

27.9

13.1

8.2

3.3

3.3

57.4

49.2

47.5

45.9

29.5

14.7

9.8

3.3

0.0

3.3

0% 20% 40% 60% 80%

悪質商法や詐欺被害に関すること

インターネットを安全に利用するための知識

（インターネットショッピング等）

契約のルールや取引のトラブル防止に関すること

（クーリングオフ制度等）

クレジットカードの仕組みや金利の意味など

経済に関する知識

消費生活センター等の相談窓口についての知識

食品や製品の安全と表示に関する知識

生活設計（家計管理・多重債務の予防等）

環境へ配慮した消費行動

（環境へ配慮した商品の選択、リサイクル等）

無回答

その他

若年者（１０歳代＋２０歳代）が

消費者教育・啓発のために必要な情報

１０歳代 ２０歳代
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⑦ 消費者教育・啓発のために必要な情報 

 ・消費者教育・啓発に関して、伝える必要のある情報としては、「悪質商法 

や詐欺被害に関すること」(６４．０％)、「契約のルールや取引のトラブ 

ル防止に関すること（クーリングオフ制度等）」(５５．５％)が５０％以 

上でした。それらに続き、「インターネットを安全に利用するための知識 

(インターネットショッピング等)」(４４．０％)、「消費生活センター等 

の相談窓口についての知識」(３７．３％)が上位を占めています。 

・若年者では、必要な情報として「クレジットカードの仕組みや金利の意味

など経済に関係する知識」が４５．９％で、高齢者の１７．５％よりも大

きく差があります。 

 ・報道等でＳＮＳ型投資詐欺などが取り上げられるとともに、突然の訪問 

で、必要のない契約をした際の対処方法やそれらの相談窓口の情報が必要 

なことがうかがえます。 

【図表４０】 

 

 

【図表４１】 
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17.0
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5.5
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0.4

67.9

56.8

39.4

37.0

26.3

17.5

11.7

8.6

5.1

0.6

0% 20% 40% 60% 80%

悪質商法や詐欺被害に関すること

契約のルールや取引のトラブル防止に関すること

（クーリングオフ制度等）

インターネットを安全に利用するための知識

（インターネットショッピング等）

消費生活センター等の

相談窓口についての知識

食品や製品の安全と表示に関する知識

クレジットカードの仕組みや金利の意味など

経済に関する知識

環境へ配慮した消費行動

（環境へ配慮した商品の選択、リサイクル等）

生活設計（家計管理・多重債務の予防等）

無回答

その他

高齢者（６０歳代＋７０歳代以上）が

消費者教育・啓発のために必要な情報

６０歳代 ７０歳以上

71.1

59.2

34.1

30.7

17.4

10.5

8.9

4.0

2.5

2.2

2.1

1.9

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

テレビ・ラジオ

インターネット、SNS

新聞・雑誌（フリーペーパーを含む）

家族・知人

市や県の広報紙

自治会の回覧板や掲示板

市や県など公的機関のホームページ

特にない

講演会や研修会、啓発イベント

街頭広告（壁面広告や看板等）

無回答

消費生活センターの窓口

その他

消費者生活に関する情報の入手先
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【図表４２】 

 

 

⑧ 消費者生活に関する情報の入手先 

・消費者生活に関する情報の入手先としては、「テレビ・ラジオ」が 

７１．１％で一番多く、次いで「インターネット、SNS」が５９．２％、 

「新聞・雑誌（フリーペーパーを含む）」が３４．１％と続きます。 

 ・消費者生活に関する情報の入手先としては、若年者は、「インターネッ 

ト、SNS」(91.8％)が多く、高齢者は、「テレビ・ラジオ」(81.0％)が多 

くなっています。 

 

【図表４３】 
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市や県など公的機関のホームページ

街頭広告（壁面広告や看板等）

市や県の広報紙

消費生活センターの窓口

自治会の回覧板や掲示板

特にない

講演会や研修会、啓発イベント

無回答

その他

若年者（１０歳代＋２０歳代）が消費者生活に

関する入手先

１０歳代 ２０歳代
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15.5
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3.8
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12.2

21.0

18.1

11.9

5.3

2.2

2.7

2.7

1.3

0.9

0.4

81.0

50.5

39.0

31.4

24.5

15.9

9.1

3.1

3.1

3.1

1.7

0.9

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

テレビ・ラジオ

新聞・雑誌（フリーペーパーを含む）

インターネット、SNS

家族・知人

市や県の広報紙

自治会の回覧板や掲示板

市や県など公的機関のホームページ

講演会や研修会、啓発イベント

特にない

無回答

消費生活センターの窓口

街頭広告（壁面広告や看板等）

その他

高齢者（６０歳代＋７０歳代以上）が消費者生活に

関する情報の入手先

６０歳代 ７０歳以上
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【図表４４】 
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36.1

62.3

26.2

27.9

16.4
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44.3

70.5

27.8

34.5

16.4

45.9

1.6

1.6

1.6

0% 20% 40% 60% 80%

小学生

中学生

高校生

大学・専門学校生等

新社会人

一般成人

高齢者

障害者

無回答

その他

若年者（１０歳代＋２０歳代）が消費者教育を重点的

に行うと効果的な対象者

１０歳代 ２０歳代

20.1

36.3

51.5

26.5

38.0

22.8

61.8

7.2

3.6

1.5

0% 20% 40% 60% 80%

小学生

中学生

高校生

大学・専門学校生等

新社会人

一般成人

高齢者

障害者

無回答

その他

消費者教育を重点的に行うと効果的な対象者
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⑨ 消費者教育を重点的に行うと効果的な対象者 

 ・消費者教育を重点的に行うと効果的な対象者は、「高齢者」、「高校生」の 

順となっていますが、「新社会人」などの人生の節目も効果的な対象者と 

認識されています。 

 ・消費者教育を重点的に行うと効果的な対象者について、若年者は「高校 

生」を、高齢者は、「高齢者」を一番にあげています。 

 

【図表４６】 
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無回答

その他

高齢者（６０歳代＋７０歳代以上）が消費者教育を重点的

に行うと効果的な対象者

６０歳代 ７０歳以上
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【図表４８】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



行動できている

19.5

やや行動できている

46.2

あまり行動できてい

ない

23.1

行動できていない

7.8

無回答

3.4

商品やサービスの表示や説明を

確認するなどの行動

（単位：％）

計 30.9

計 65.7
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⑩ 商品やサービスの表示や説明を確認するなどの行動 

・商品やサービスの表示や説明を確認するなどの「行動ができている 

(１９．５％)」「やや行動できている(４６．２％)」人は、６５．７％で、

「あまり行動できていない(２３．１％)」「行動できていない 

(７．８％)」人の３０．９％を大きく上回っています。 

・年代構成別では、３０歳代において「行動できている」「やや行動できて 

 いる」人の割合が一番高く７２．０％で、次いで６０歳代の７１．８％と 

なっています。 

 

【図表４９】 
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確認するなどの行動が「あまり行動できていない」

「行動できていない」人』の割合
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【図表５０】 

 

 

 

【図表５１】 
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（２）行政評価の取組結果の推移(消費生活センターの認知度) 

北九州市では、行政サービスの維持・向上のため、平成２２年度に「行政 

評価システム」を導入し、行政評価を実施しています。 

これは、「計画(Plan)→ 実行(Do)→ 評価(Check)→ 改善(Action)」の 

ＰＤＣＡサイクルに沿って、行政自ら事業等を検証し、不断の見直しを行うも 

のです。 

 

行政評価に係る調査は、行政評価の成果指標を設定する際、市民の認知度や

行動など、アンケート調査によりその結果を必要とする項目について、一括し

て市民アンケートを毎年行っています。 

 

  このアンケートの一つに「あなたは、消費生活センターが、消費に関する相

談(契約上のトラブル・悪質商法など)や多重債務問題に関する相談を受け付

けていることを知っていますか(１つだけ回答してください)」と尋ねていま

す。 

この回答の選択肢として「知っている」「内容は知らないが、消費生活セン

ターのことは聞いたことがある」「内容も消費生活センターのことも知らない」

「無回答」があり、「知っている」「内容は知らないが、消費生活センターのこ

とは聞いたことがある」とお答えいただいた方について、「消費生活センター

を認知している」として、認知度の割合としています。 

 

【消費生活センターの認知度】 

年度 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

認知度(％) ９４．１ ９３．５ ９２．１ ９３．４ ９４．４ 

財政・変革局市政変革推進室「行政評価の取組結果」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


